
 

 

 

 

自転車通学期間について 

本校における自転車通学の期間は「積雪・路面凍結が予想される日」までです。

昨年は１１月４日に降雪、積雪がありましたが、今年度は１１月１９日金曜日をも

って自転車通学を終了します。また学校周辺が大丈夫であっても、自宅周辺が積

雪、路面凍結していれば自転車通学はできません。来年度の４月上旬（雪解けの状

況によって変わりますが）までは自転車での通学は禁止となります。また、これとは別にこれから冬至

を迎えるまで日ごとに日が短くなってきて、下校時には薄暮か、宵闇に近い状態になります。暗い夜道

は危険ですので、放課後、特別な用事がなければ早めに帰宅するようにしましょう。 

放置自転車について 

 例年自転車通学終了後に本校駐輪場や駅の駐輪場に自転車を見かけます。通学に使用していて予定よ

りも早く雪となってしまったと思いますが、責任をもって安全に持ち帰るようにしてください。万が一そ

のままにしてしまうと春にはサビ、変形、パンクなど整備に大変な労力がかかります。また、自転車への

いたずら被害に遭わないためにもよろしくお願いします。 

 また、生徒玄関傘立てに増えていく傘も気になります。下校時に雨が上がり置いていく生徒がいるの

だと思いますがそのような場合もきちんと持ち帰りましょう。 

冬道には十分注意を 

北海道もこれから雪が降り、徒歩での登校がメインになります。例年冬の初めは雪道に慣れていないドライ

バーが滑って交差点へ進入してしまうなどがあります。歩行者優先で停止のためブレーキをかけていても、車

が止まらないのです。車が滑ってくるかもと予想して行動し、安全に登校してきて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困ったことがあったら、いつでも相談してください。 

北海道富良野緑峰高等学校                            令和３年 11 月１７日  
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～生徒指導部長より～ 
 

本校でも3年生が自動車学校への入校が始まっています。免許取得後も卒業

までは保護者が免許証を預かり、運転禁止となっています。よろしくお願いいたし

ます。 

皆さんも報道等で聞いていると思いますが２０２２年からは成人年齢が引き下

げられます。「やっても良いこと」の幅が増えますが、その分責任も増えます。現在

では未成年者が保護者の同意なく契約した物は解約が可能でしたが、成人して

いてはできない。（クーリングオフは可能）など消費者トラブルに注意が必要で 

す。また１８歳成人でも、飲酒や喫煙、公営ギャンブル（競馬・競輪など）は２０歳 

以上となります。 


